
●

(最高裁判所事務総局）

、

裁判所における出産。育児と仕事を両立させるための制度

0

1裁判官

裁判官の出産・育児と仕事を両立させるための制度としては，一般職国家公務

員と同様の制度として，以下のとおり，育児休業及び休暇制度がある。

○育児休業

○産前休暇

○産後休暇

○配偶者出産休暇

○育児参加休暇

○子の看護休暇

○短期介護休暇

○介護休暇

なお，裁判官には，明確な勤務時間の定めがないため，例えば，育児時間等の

制度は，設けられていない。

○

○

2裁判所職員

‘裁判所職員の出産・育児と仕事を両立させるための制度としては，一般職国家

公務員と同様であり,具体的には別添一覧表のとおりである。なお,平成29年

1月1日から一部改正されており，主な改正点は，別添「仕事と育児・介護の両

立支援制度の関する人事院規則等の改正について」に記載のとおりである。

ウ 、
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育児と介瞳の両立支援制度一覧

○

○
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悶立支援策
利用

性
貝

男
威

対象

女性

轍貝

制度の概要等

育
児
休
業
等

育児休集

育児短時間勤務

育児時間

●

●

●

●

●

●

(擬要）

(期間》

㈱要）

(期間）

(概要）

(期間）

子を養育するため,一定期間体案することを淫める制度
0

子が3歳に連するまで

子を養育するため,週38時間45分より短い勤務時間で勘麓することを里める制度 ．

子が小学校就学の始期に鐘するまで(勤務時間は週19時間25分, 19時間35分,23時間15分‘24時間35分の中から職貝が
訓根） ． ．

子を養育するため'二頂の勤遍時間の一部を勤務しないことを鰹める制度

子が小学校就学の始期に達する窪で､旧2時間以内“分単位） ．

休
暇
制
度

産前休暇

産後休暇

保育時間

配偶者の出産休駁

育児参加のための体
暇

子の
｡

番睡休暇

短期介堕休哩

介護休暇

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

(概劉

(期剛

《概動

(期間）

(…

(期間）

(概要）

(期間）

(擬要》

(期間）

(概裏〉

(期間〉

〔概剰

(期間）

(概要）

醐闘

6週間以内(多胎妊媛の増合には14週間)に出産予定の女性嘩貝に与えられる休暇

産前6週間(多胎妊腹の場合には14週間)前から出産の日まで

出産Lた女性職員に与えられる休暇 ． ．

出塵の翌日から8週間睡後6週間を経過した腫負が申し出て.医師が支障がないと理めた塙合には勤務可能）

生後1年未潤の子を養冑する職■が授乳や庇児所等への送迎を行う場合に与えられる休暇

子が1錘に運するまで. 1日2回それぞれ30分以内 ．

妻の出塵に伴う入退院の付添い等を行う男性麗貝に与えられる休畷

2日

妻の産前崖後期間中に当蝕出産に係る子又は小学校就学の始期に連するまでの子を養育する男性駁貝に与えられる体
暇

6日 ．

小学校就学の始期に連するまでの子を饗官する職貝が子を肴瞳する必要がある増合に与えられる休暇

年5日(対象となる子が2入以上の場合は年10日）

配偶霊父母.子.祖父母.孫,兄飴姉妹等の介眠等を行う職貝に与えられる休暇

年5日(語となる要介厘者が2人以上の埋合は年10日〉 ．

配偶者.父母,子.祖父母,孫,兄弟姉妹等を介瞳する職負に与えられる休暇 ．

＄醒審必要とする－の継銃する状愈ごと【二3回を超えず,かつ.通算して6月を超えない範囲内で指定する期同(1日又I詞梱の幽倫〔1時間毒凶付上寸る場合は1日4時間以内》

そ
の
他

早出鐸出勤通

深夜勤務の制限

超過勤務の免除

認掴動務の制限

ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制
(育児･介腫型）

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

(概到

(期間）

(擬要》

(期剛

(慨要》

(期間）

(癖）

醐剛

(擬要）

《期間）

小学技職掌の始期に道するまでの子を養育する聡貝･放腺後児宜ｸﾗブ等に通う小学校に就学している子を迎え又は送り
に行く職貝又は配偶者･父母･子等を介躍する聴貝に,1日の勤務時間を変更することなく始栗･終業時刻を変更して勤務
することを鹿める制度

子が小学校就学の始期に達するまでの間.小学校に就学している子が放繰後児室ｸﾗブ等に通う間又は介瞳を必喪とする
間

小学校就学の始期に達するまでの子を養育
宿日直勤務を含む｡)を劇限する創度

する職貝又は配偶者．父母‘子等を介厘する職員の深夜の勤務(超過勤務，

子が小学校飢学の始期に達するまで又は介眠を必要とする間

3歳に連するまでの子を養育する職員又は配偶者，父母‘子等を介腫する職貝の超過勤務を免除する制度

子が3愈に返するまで ．

小学校就学の始期に達するまでの子を養育す
かつ年1"時間以内に籾限する制度

る職貝又は鹿偶看.父母.子等を介瞳する駆貝の超過勤務を月24時間以内

子が小学校就学の始期に逮するまで又は介展を必要とする間

始集及び終巣の時刻について職貝の申告を考慮して‘ 1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるように勤務時間を割
り握る劇度 ．

育児を行う聴負については.子が小学校6年生まで.介瞳を行う職員については,介謹休暇の要件と同一

女
性
職
員
に
対
す
る
措
憧

深夜勤稽及び時間
勤着の制限

外

健康診
導のた

義務

集務軽漉

邇勤鋼和

休息.捕食のための
職務専念義務免除

●

●

●

●

●

(擬勤

醐剛

頚
脚

擬
期

く
く

(擬勢

(期勵

(概要》

(期間）

《概要）

(期間）

妊産婦である女性職貝の深夜勤務及び正規の勤務時間以外の助務を制限する制度．

妊塵鱒である期間 ．

妊産婦である女性職員が健康診壷及び保健指導の受診のために勤務しないことを鹿める制度

妊産蝿である期間

妊崖蝿である女性騒員の業務の軽減又は他の簡畠な案務に就かせることを鯉める制度

妊産婦である期間
■ 凸

妊蝿中の女性職貝が通勘に利用まる交通援関の混雑の程度が母胎又は胞児の健康保癖
に､正規の勤務時閲の始め又は縄わりで勤務しないことを鹿める制度

妊擬中の期間. ･1日を通じて1時間を超えない範囲

に影審があると醒められるとき

妊媛中の女性職員が母体又は健康保持のため.遼宜休息し､又は捕食するために必要な時間･助務しないことを醒める刷
度 ．

妊媛中の期間



雪児・プ鵬J p底囲，

C

■通算じて6月を超えない揖定期…内~ご最大3回まで分割じて目鴫することが可能

となりま説

■介護伽隠の取得を希望す副職員|式ま域取得を希望する期間…について申出
を行いま或この申出は分害卿得を希望しない場合にも鵬で乱

■指定離間の指定を受プた後才蝋剛において､実際に蜘段を取得する日等について請

求を行うことになります(手纐W2閾砦になり詞｡。

‐

4

○

■要1灘の介獅ため1日α璽鰯時間の｢二音剛を勤務しないこと力媚当である煽合の

休暇縦）とじて介調調か噺設さｵぼした。

■介謝調は連続する3年噸内にお(′Yてb ､1日につき吻徽13終業にj飾る2時

".(SO分単働を超えない範囲内で取得できま或

り詳しい誠月についてI式別添1を参照してく※介調刺閾の分割取信

ださい。

○ ■育児休業育児矧調勤務又は園刷調等の諸帝曠につい~乙対象となる｢子Jの範囲に
以~Fの者力筥討1詞6

.慨謄綱…中の者 ．

②いわゆ嶺子織目里親に霊ﾓさｵTている者

･,1わゆる養子縁組里親とじての職員に委託しようとした餓実親等の同意が得られな
かつた剛養竜里親とLﾉて刎哉員に霊ﾓさｵ1た者

イ

につしYては別添2を参照してくださしし※籔纈謄子繊目
（

■n認菅間を承認され勤務しなかったB調力蛎る場合であっても昇給･勤勉手当におWて

直ちに不利にならない取扱いとなり，あわせてウ介護休暇･育児休業等についても同様の

取扱いとなりました。識Hについては給旨事務担当者に照会じてください

70
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Ⅳ介調…に伴う給言伽ﾇ扱いについて
０
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2－1介謹のための両立支援制度の改正概要（介護休暇）別添1

介護休暇
－＝－．÷4 口－9 ﾆーーー 誼堂 ロ■｡ ■ ー ~弓一目 生宛=ヨ ー 凸ごニュ一一■－一 一 1面 で 一一＝弓=一口一一一
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Ｉ
Ｉ
１
“
・
４
■
ｂ
、
１
‐
■
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
！
ｑ
色
Ⅱ
５
Ⅱ
０
１
．
Ⅱ

１
１

－

|－
同居不要：酬禺者、父母、子、配偶者の父母

同居必要：祖父母、孫、兄弟姉妹、

父母の配偶者、配偶者の父母の酬禺者、子の配偶者､配偶者の子ｆ
Ｉ

ゴ

｜
i
Ⅱ

■
Ｔ
■
ｒ
■
己

Ⅱ

’

９
口
６
９
，
１
２

（4）承認・請求手続

①必要事項と介護休暇を取得しようとする日を休暇簿に記入、請求
※1巳から請求可能だが、初回請求時は2週間以上まとめて請求
休暇を取得しない日も含め、暦日で2週間分の予定を立てて請求する．

②割振り権者は、公務の運営に支障がない場合は承認
③以後、6か月の期間内で職員が休暇を都度請求（①②同様。休暇簿使用）

現行 改正後

一ケ

（1）概要

○要介護者（※）の介護のため勤務しないこと洲目当である場合の無給休暇
※2週間以上負傷・疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある対象家族

○全日の休暇及び時間単位の休暇（～4時間）が取得可能
[民間労働法制では介護休業に相当］

（1）概要

燕ﾃ同様

（2）対象家族 （2）対象家族

（3）榊鼠の期間

○最初の承認の日から連続する6か月の範囲内（要介護状態ごと） ．
夕 中

（3）休暇の期間

（4）承認･請求手続

①必要事項と休暇取得を希望する期間（指定期間）を休暇簿に記入、申出
②割振り権者は、原則職員の申し出た期間を指定期間として指定

③介護休暇を取得しようとする日を卿殿簿に記入して提出、請求
※1日から請求可能だが、各指定期間の初回請求時はZ週間以上まとめて請求

休暇を取得しない日も含め、暦日で2週間分の予定を立てて請求する

④割振り権者は、公務の運営に支障がない場合は承認
⑤以後、指定期間内で職員が休暇を都度請求（③④同様。休暇簿使用）

2段階化
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I
、
１
．
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2－2介護のための両立支援制度の改正概要〈介護休暇以外）
ｒ
ｌ
１
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
■
‐

介謹時間 可一一一= ▲－

一 寺 マーー．＝ー 一一
一ー

一、
哩

馴

７

６

１

Ｆ

日

与

■

▼

凸

■

Ⅱ

（1）柵要 (3)休暇の期藺
｜ ｜｜

ｌ
」

'○要介護者の介護のため1日の勤務時間の二部を勤務しないことが相当
である場合の無給休暇
○民間労働法制では所定労働時間の短編昔置に相当 ’ ’ ’

○最初の承認の日から運院する3年の期間内（要介護状態ごと）
※指定期間は除く。

4）蕊認X・肩匡
ご
句
一
一

※改正後の介護休暇と同様
①必要事項と介護時間を取得しようとする日・時間を休暇簿に記入、請求
※1日から請求可能だが、できる限り多くの期間についてまとめて請求する
②割振り権者は、公務の運営に支障がない場合は承認
③日時を変更する場合は､取消し又は追加で承認(休暇簿を使用。）

同居不要：輌禺者、父胤子、配偶者の父母、祖父母、孫､ ･兄弟姉妹
同居必要：父母の酬禺者、配偶者の父母の配偶者、子の酬禺者、配偶者の子

謹灘D7をめの静召張 勤鵜0ﾂ解 -------－－－－＝且 心 一一一一 両 一一＝ 一一℃ - 一寸＝ 二

、
１
１
１
１
Ⅱ
．
‐
《
！
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
Ⅲ
‐
！
！
望

L

冨

’
’

8,1韓呂弓

（3）請求の単位

１
１

’○要介護者の介護をする職員が請求した場合、超過勤務（
※災害等避けることのできない事由による臨時の璽筋を除く

○公務の運営に支障がある場合は除く

※）をさせない ○1年単位又は月単位（1年未満に限る）

’（4）承認‘請求手続

対蛎族1’ （2）
I

※改正後の介護休暇と同様

’
①必要事項と請求する期間を超過勤務制限請求書に記入、請求

②割振り権者は、公務の運営の支障の有無について速やかに職員に通知
同居不要：配偶者、父母、子､配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹
同居必要：父母の配偶者、酬禺者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子

L
一一 P－_一一一

ロ 、〒

一
昭一戸監

－－

’
○短期介護休暇、 フレックスタイム制、早出遅出勤務、深夜勤務の制限及び超過勤務の制限について、介護休暇と同様に対象家族の同居要件を緩和。

－＝ 一



別添2

’
一可 且

I｢特別養子縁組」と「養子縁組里親」

養子縁組里親＞特別養子縁組
・要保護児童『6歳未満」の福祉を最
優先にした養子縁組制度
･実親との法律上の関係は「終了j
・家庭裁判所による「審判」が必要
･離縁がr不可能』
”戸籍の続柄は「長男“長女』など

＝~ｰ＝ーー＝‐ーーー－－ｰｰ＝■0■■■ー輯一一一一一一ーーｰｰｰ、

I′ 【普通養子縁組】
l ｡養子になれる子の「年齢制限なし」 ’
1 ．実親との法律上の関係は「継続」

| ・養子力味成年の場合は､家庭裁判所に !
(_J三る_醗即_血泌臺_篭-,-------__”

“養子縁組を「前提として」、要保護
児童(18歳未満)を養育する里翌制度
“養育費の支払い「あり」
・里親手当の支払い「なし｣．

i毫亨藤翰…~~~~~~~~~~~~~＝~~~~、
1 ．養子縁組を「前提とせず』、要保護児1
1童(18歳未満)を養育する里親制度
｜ ・里親手当の支払いrあり』

|､_:華譲塞琶隆_塞礎瞳I至り』__豊ノ

ｉ
Ｉ

燕養子縁組と皇親制度により､児童相談所から子ど擬迎える場合は以下のとおり

養子縁組によって養親と_なる_三_と_壷盤
･児童相談所へ問い合わせ、必要とされる研修（養子縁組里親は現行なし）の受講
．申請中に児童相談所の家庭訪問・調査（欠格事由非該当を確認）

里親認定
・都道府県の児童福祉審議会里親認定部会での審査を受けて、知事が里親認定
。東京都では、申請から登録までeか月～6か月程度、 2年毎に登録更新

養子縁組前提の里親委託の打診
・児童相談所より里親委託の打診、面会や交流（マッチング期間はsか月程度）

I
＃

1
1

里親委託開始
，実親や親権者の同意が得られず､ ､養子縁組里親となるこ
とを希望しているものの、養育里親となる場合がある
。委託児童が乳児の場合は特別養子縁組が優先されるが、
不可能な場合は普通養子縁組を選択することとなる

口』

立寺別養子縁組の
。試験饗育期間は問われない
。養子が15歳未満の場合は、親権者の
同意が必要

。6か月以上の試験養育期間
(監護期間）が必要
・実親が不同意でも特例あり （虐待）

縁組成立 ロ』’ロ 二＝

里親委託解除
・ 普通養子縁組の手続（届出。受

里親委託解除 Ｉ
ｆ
ｌ
ｊ
７
“
Ｉ
ｌ
ｌ
ｆ
ｌ
Ｌ
Ｅ
ｒ

・ 審判確定後、養親と．なる
理）を経て、養親となる・ 10日以内に戸籍法の報告的届出

I
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L’
職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするため、裁判官が外
国で勤務等をする配偶者と生活を共にするための休業に関する制度‘

{概要｝概要

に 罫国での勤務その他の最高裁判所規則で定める事由によ”
り外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と､当該住所又は
居所において生活を共にすること

○

の請求及び承認2

裁判官が休業を請求した場合において､最高裁判所が裁判事務等の
運営に支障がないと認めるときは､休業を承認することができる。

（3）休業の期間

3年を超えない範囲内(この範囲内であれば原則1回の延長可）
(4)休業の効果
裁判官としての身分は保有するが職務に従事せず､報酬その他の給

与を受けない。

の失交
一
一
】
一の5○

ア休業している裁判官が裁判官弾劾法第39条の規定により職務を停
止された場合､配偶者が死亡又は当該休業をしている裁判官の配偶
者でなくなった場合には､休業の承認が失効

イ休業している裁判官から休業の承認の取消しの申出があった場合、
配偶者と生活を共にしなくなった場合等には､最高裁判所は休業の承
認を取消し

1

（6）退職手当の在職期間の取扱い

休業をした期間の全期間を除算

ノ、

74


